
※記事の問い合わせは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            12月の休日当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。
   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所
を開設しますので、おでかけくださ
い。相談は無料で秘密厳守のうえ受
け付けています。�
日　時　１２月１６日（水）
　　　　午後１時～３時まで
場　所　役場１階　中会議室
問合せ　社会福祉協議会　 82-1238
　　　　役場総務課　　　 82-1226

農地を農地以外に使用する場合は許可が必要です！

　  年末年始における東松山斎場業務について

●業務日程　１２月２７日（業務日)　　　　   　１月１・２日（休業日)

　　　　　　１２月２８日（業務日)　　　　    　１月３日（休業日・受付のみ)

　　　　　　１２月２９日（業務日)　               １月４日（業務日・通夜開始)

　　　　　　１２月３０日（業務日・通夜最終)　 １月５日（業務日)

　　　　　　１２月３１日（休業日・告別式のみ) １月６日（休業日・告別式のみ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●火葬業務時間 午前９時３０分～午後２時３０分

●告別式を行う場合（業務日において）

　午前１０時～１１時（２件）・午後１時～２時（２件）となります。

●通夜を行う場合（構成市町村に限る）

　年末は１２月３０日まで、年始は１月４日からとなります。

問合せ　東松山斎場 　２２－４２７９

　６日　　　　　　　　（内科・外科・整形外科）　嵐山町　　　  61-1810

１３日　埼玉成恵会病院（内科・外科・整形外科）　東松山市　　  23-1221

２０日　ほしこどもおとなクリニック　　　　　　　東松山市　　  24-0753

� （小児科・内科・アレルギー科）

２３日　瀬川病院（内科・外科）　　　　　　　　　小川町　　　  72-0328

２７日　宏仁会小川病院（内科）　　　　　　　　　小川町　　　  73-2750

３１日　上野診療所（内科・循環器科）　　　　　　川島町　049-297-6633

　　お出かけください！「出張美術館in寄居」
　ピカソやルノワール、岡本太郎など、有名芸術家の作品約１２０点を集めた

「出張美術館in寄居」が寄居町立総合体育館・アタゴ記念館で開催されます。

日　　時　１２月１２・１３日（土・日）午前９時～午後５時

会　　場　寄居町立総合体育館・アタゴ記念館アリーナ

　　　　　（寄居町大字寄居１１７３番地、　０４８－５８１－８３１１）

展示作品　ピカソ、ルノワール、原清、横山大観、岡本太郎、安井曽太郎、

　　　　　十四代酒井田柿右衛門、北大路魯山人、他有名芸術家及び人間国宝

　　　　　の作品約１２０点

入 場 料　無料

問 合 せ　寄居町教育委員会生涯学習課 社会教育・スポーツ班 

　　　　　 　０４８－５８１－９９９４、FAX０４８－５８１－３６０４

　　　　　　引 揚 者 の 皆 さ ま へ
　税関では、終戦後の混乱期に引き揚げてきた方々が、当時国内に持ち込むこ
とができなくて税関などに預けられた通貨や証券などをお返ししています。
　これは昭和２８年から実施されているもので、お心当たりの方は、お気軽に
お問合せください。お返しする通貨・証券等は次のものです。
◎終戦後、外地から引き揚げてこられた方々が、陸上地の税関・海運局に預け
　た通貨・証券など。
◎外地の集結地において、総領事館などに預けた証券などのうち、その後日本
　に返還されたもの。
　これらの手続きは本人だけでなく、家族の方々でも電話などで問合せするこ
とができます。また、実際に預けられたかどうか不明な場合でも調査できるこ
ともあります。

問合せ　東京税関前橋出張所 　０２７－２２１－５２８４
　　　　（土日、祝祭日、年末年始を除く午前８時３０分～午後５時１５分）

看護学校で入学試験の出願受付を行います
　深谷大里看護専門学校では、一般入

試・社会人入試の出願を受付けます。

受付期間　１月７日（木）～２１日（木）

受 験 日　１月２９日（金）

問 合 せ　入試係 

　　　　　　０４８－５８７－１３７０

　　　　　またはホームページへ

�   http://fukaya-kango.ac.jp/

１２月４日（金）から１０日（木）は
「人権尊重社会をめざす県民運動
強調週間」です！
　児童・高齢者に対する虐待、女性に

対する暴力、障がいのある方への差別

など様々な人権問題が増加しています。

またインターネットを悪用した人権侵

害やヘイトスピーチなど新たな人権問

題も発生しています。

  「人権尊重社会をめざす県民運動」

は、「すべての県民がお互いの人権を

尊重しながら共に生きる社会」を実現

するため、県・市町村はもちろん県民

総ぐるみで取り組む運動です。

　　　  労使トラブル
話し合いで解決しませんか？
　 「解雇・雇止め」「賃金の引下げ」

「パワハラ」「団体交渉拒否」など職

場で困ったことはありませんか。労働

委員会では、中立・公平な立場であっ

せんや不当労働行為の審査をして、労

働者や労働組合と会社とのトラブル解

決をお手伝いします。手続きは簡単・

無料です。ぜひご利用ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/e2001

/index.html

問合せ　埼玉県労働委員会事務局

　　　　　 ０４８－８３０－６４６５


